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平成３１年度予算編成方針について 

 

【１】平成３１年度予算の基本的な考え方 

 
 

国の月例経済報告（平成３０年９月）によると、「景気は、緩やかに

回復している。」としつつも、先行きについては、雇用・所得環境の改

善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが

期待されるが、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の

不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとしてい

る。また、相次いでいる自然災害の経済に与える影響に十分留意する必

要があるなど、不透明な状況が続く中、今後の景気動向を注視していく

必要がある。  

こうした中で、当市の財政状況は硬直化が続いており、国勢調査人口

の減などに伴う普通交付税の減額や、公共施設等の老朽化対策に伴う財

政需要が見込まれるなど、厳しい状況を迎えている。さらに、将来的な

人口減少と少子高齢化社会の中、市を取り巻く財政状況は一層厳しさを

増しており、引き続き、厳しい財政運営が予想される。  

 また、国の予算編成や地方財政対策の動向と取組などに留意しつつ、

市予算に対する様々な影響を考慮し、今後の適正な対応が求められる。  

従って、費用対効果を考え、行政評価を実施しつつ、市民の目線に立

った真に必要な施策と事業を選択し、限られた財源でより効果的な施策

の展開を図るため、事業の一層の優先順位付けと予算の更なる重点化に

向けた最大限の取組が必要である。  

この状況を十分に認識した上で、限られた財源を目標達成のための事

業に投資し有効活用するため、徹底した行政評価と行財政改革を進めな

がら、健全な財政運営の確保を図りつつ、平成３１年度は、引き続き、

地方創生に向けた着実な取組と、主要な施策と事業の更なる重点化を図

りながら、戦略的かつ着実に、第５次総合計画後期基本計画及び美濃市

版まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた基本目標の達成に向けて努

めなければならない。  

よって、現場主義を徹底し、市民からの意見や声のもと、市民満足度

の向上を図るため、優先順位付けによる施策と事業の選択及び予算の更

なる重点化を図りながら、施策の基本目標の実現に向けた重点事業を推

進し、行財政改革の歩みを着実に進めつつ、次世代への過度な負担を残

さない、住みたい  住み続けられる  活力ある「笑顔あふれる元気な美

濃市」に向けた、持続可能なまちづくり予算を編成する。  
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【２】予算編成の背景 

 

１ 国の予算編成について 

政府は、東日本大震災からの復興・創生及び平成２８年（２０１６年）熊本地震

からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、

経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくため、「経済財政運営と改革の基

本方針２０１８」に基づき経済財政運営を進めるとともに、「未来投資戦略２０１

８」、「規制改革実施計画」、「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１８」及び「ニ

ッポン一億総活躍プラン」を着実に実行するとしている。さらに、人づくり革命と

生産性革命を車の両輪として少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、「新しい

経済政策パッケージ」及び「人づくり革命基本構想」を着実に実行するとしている。 

また、働き方改革関連法を円滑に施行するとともに、平成２９年度補正予算及び

平成３０年度予算を迅速かつ着実に実施するとし、相次ぐ自然災害について、被災

者への生活支援及び被災地の復旧・復興を全力で進め、好調な企業収益を、投資の

増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげ、地域や中小・小規模事業者も含

めた経済の好循環の更なる拡大を実現するとしている。 

 「平成３１年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」においては、平成３

１年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」で示された「新経済・財

政再生計画」の枠組みの下、引き続き手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り

組むべく、歳出全般にわたり、平成２５年度予算から平成３０年度予算までの安倍

内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹

底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するとしている。よって、義務的経

費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を設けることなく、制度の根幹にまで

踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な限り歳出の抑制を図るとともに、予算の

重点化を進めるため、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」及び「未来投資戦

略２０１８」等を踏まえた諸課題について、「新しい日本のための優先課題推進枠」

を措置するとしている。 

 予算編成過程における検討事項としては、要求・要望にかかる施策・制度の抜本

的見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を行うことにより、真に必要なニーズ

に応えるため精査を行い、平成２５年度予算から平成３０年度予算までの安倍内閣

の歳出改革の取組を基調とした効率化を行うとし、その際、民間需要や科学技術イ

ノベーションなどの誘発効果が高いもの、緊急性の高いもの、規制改革と一体とし

て講じるものを重視し、プライマリーバランスの改善に向けて、当初予算のみなら

ず、補正予算も一体として歳出改革の取組を進めるとしている。 
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消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新し

い経済政策パッケージ」で示された「教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の

確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）、その他社会保障・税一体改革と一体

的な経費について、その対前年度からの増加の取扱いについては、消費税の収入、

地方消費税の収入及び社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化の動向等を

踏まえ、予算編成過程で検討するとしている。また、消費税率引上げに伴う社会保

障４経費以外に係る公経済負担の取扱いについては、予算編成過程で検討するとし

ている。 

 さらに、２０１９年１０月１日における消費税率引上げに伴う需要変動に対して

機動的な対応を図る観点から、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、臨時

・特別の措置を２０１９・２０２０年度当初予算において、講ずることとするとの

方針を踏まえた平成３１年度当初予算における対応については、２０１９年１０月

１日に予定されている消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や経済状況等

を踏まえ、予算編成過程において検討するとしている。 

 市としては、国の経済財政運営と改革の基本方針等を踏まえた予算編成方針や本

格的な歳出改革の取組、地方財政対策を十分に踏まえながら、消費税率の引上げと

あわせ行う経済政策、社会保障・税一体改革など、今後の国の施策や経済対策等の

動向を十分に注視しつつ、２０１９年１０月１日からの消費税率１０％への引上げ

に伴う地方財政に対する様々な影響を考慮して、適時適切に対応していく必要があ

る。 

 

２ 地方財政について 

 国（総務省）は、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」で示された「新経済

・財政再生計画」を踏まえ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要とな

る一般財源の総額について、平成３０年度地方財政計画の水準を下回らないよう実

質的に同水準を確保することを目指し、地方交付税については、本来の役割が適切

に発揮されるよう総額を確保するとともに、交付税率の引上げを事項要求としてい

る。 

また、平成３１年度の地方財政の課題としては、「経済財政運営と改革の基本方針

２０１８」等を踏まえ、地方団体が、幼児教育の無償化、待機児童の解消等の人づ

くり革命の実現に向けた取組を進めるとともに、地域の実情に応じ、自主性・主体

性を最大限発揮して地方創生を推進することができるよう、安定的な税財政基盤の

確保、平成３１年度税制改正において、地方法人課税における税源の偏在を是正す
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る新たな措置の検討、森林環境税・譲与税（仮称）制度の法制化、国の取組と基調

を合わせて歳出の重点化・効率化に取り組むとともに、「まち・ひと・しごと創生事

業費」を含め、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、平

成３０年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保、地方行政

サービス改革の推進、公共施設等の老朽化対策等の適正管理、財政状況の「見える

化」、公営企業会計の適用拡大、上下水道の広域化等の公営企業の経営改革など、地

方団体の財政マネジメントの強化を挙げている。 

地方の現状は、地方交付税や臨時財政対策債等の減額の影響、社会保障費の増加、

公共施設の老朽化に伴う更新等による財政需要の増加など、大幅な財源不足が生じ

ており、地域間格差が拡大している。また、平成３０年度末においても１９２兆円

の多額の長期債務残高を抱える見込みであり、極めて厳しい財政状況が続いている

中、行財政改革を行いつつ、住民サービスの維持に努めてきている。 

景気は、緩やかに回復しているとされているものの、海外経済の不確実性等が懸

念される中、海外景気が下振れし、我が国の景気が下押しされる可能性もあり、企

業収益や設備投資の増加、雇用・所得環境の改善が進まず、税収は個人・法人とも

に大幅に減少するなど、さらに厳しい状況も予想される。 

長期的には少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大が見込まれる一方で、税収

入の減少や地方交付税等の削減、国庫補助金等の見直しを含めて、一般財源総額の

確保は厳しいものと想定され、平成３１年度においても、より一層の歳出削減や徹

底した行財政改革を推進し、財政の健全化に取り組んでいかなければならない。 

 

３ 本市の財政状況について 

平成３０年度の財政運営は、国の地方財政計画及び普通交付税の増減額、各種交

付金の増減額、市税の減収による財源不足額を見込みながら、総合計画後期基本計

画の具体的な事業の推進に積極的に取り組みつつ、持続可能な健全財政の運営に努

めている。 

平成２９年度決算では、市税収入は３０億２千万円となり、対前年度比で４千万

円の増となったが、普通交付税は２０億７千万円となり、対前年度比９千万円の大

幅な減額となった。 

また、財政の弾力性を示す経常収支比率は、平成２９年度は経常的一般財源等の

減及び経常的経費充当一般財源等の増により、平成２８年度の９３．４％から９４．

１％となり、０．７％上昇した。 

市債については、平成３０年度末の借入金残高の見込みが、一般会計で６７億円、
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特別会計及び企業会計で１２６億円（うち公共下水道６８億円、病院３３億円）、全会

計では１９３億円であり、依然として高い借入金残高を抱えており、一般会計から

公営企業会計に対する公債費充当繰出金が多額となっている。（主に下水道特別会計、

病院事業会計。） 

平成２９年度決算に基づく財政の健全化判断比率は、実質公債費比率については

１１．２％から１０．８％となり、わずかに改善された。将来負担比率については

４９．４％から３６．５％となり、一定の改善は見られたものの、県内の市で３番

目に高い将来負担比率（県内速報値公表時点）となっており、今後の財政需要を考

慮して、平成３１年度も引き続き、財政の健全化判断比率の改善が必要かつ重要と

なっている。 
 

※実質公債費比率 

市の一般会計の借入金の返済額やこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を

示す指標。比率が高まると、地方債の発行の制限や、財政の弾力性が一層低下していく。

一般会計が負担した元利償還金・準元利償還金の標準財政規模に対する比率。  
 

※将来負担比率 

市の一般会計の借入金や将来支払っていく負担等を指標化し、将来財政を圧迫する度合い

を示す指標。比率が高まると、将来の財政運営が一層圧迫されていく。一般会計が将来負

担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。  
 

※経常収支比率 

経常一般財源の総額に占める経常経費充当一般財源の割合。一般会計の財政の硬直化を示

す指標。 

 

また、平成３１年度は一般財源の増加が見込めない中、日本の景気回復が鈍化す

る可能性もあり、持続可能で健全な財政運営を確保するためには、市税収入や各種

交付金の減額に加え、国庫補助・交付金の抜本的な見直し、地方交付税の更なる減

額や算定見直し、臨時財政対策債の減額、県補助金の減額などを想定して、厳しい

財政状況を考慮した財政運営を進めなければならない。 

引き続き、本市の厳しい財政状況を踏まえ、全職員が真の行財政改革に取り組み、

経常収支比率マイナス０．５％をはじめ、全庁一丸となって持続可能な健全財政の

運営に努めつつ、平成３１年度は総合計画後期基本計画の４年目であることから、

本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略における「人口減少対策」及び「地域経済

活性化対策」を意識し、市の特色を活かした魅力あふれるまちづくりに向けて取り

組むべく、重点目標の達成に向けた事業については、予算を重点化して確保し、施

策の好循環を生み出し、持続可能で将来の発展とまちづくりにつながる予算配分を

行うこととする。 
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【３】市の予算編成方針について 

 

Ⅰ 一般会計の予算編成方針 

 

１ 基本方針 
 

(1) 真に必要な施策を推進するための、施策と事業の選択による予算の重点化 
 

  「地方創生」の下、市の「人口減少対策」及び「地域経済活性化対策」を意識

し、「美濃和紙伝承」「地域活力発展・創造」「地域居住増加・継続」「子育て環境

改革」「健康年齢向上」「自然環境回帰」をテーマとした市の特色を活かした事業、

将来の発展と魅力あるまちづくりにつながる事業について、市民目線による必要

な施策にしぼりつつ、施策と事業の選択による予算の更なる重点化を行い、限ら

れた財源の中でより効果的な施策の展開（最少の費用で最大の効果）を図ること。 
 

  超高齢社会において、特に「健康年齢向上」を重点項目として、「健康年齢５歳

アップ」につながる事業について、各部局課内で事業内容等を検討し、予算要求

に反映すること。 
 

各部局課内マネジメントを強化し、事業の費用対効果を検証した上で、必要不

可欠な事業の優先順位付けを行い、特殊要因を除き、原則として、２０１９年１０月

１日からの消費税率の引上げを反映したＨ３０当初予算額対比ゼロシーリングとする。 

限られた人員により施策と事業を推進するため、増大している国及び県の関連

事務事業については、人員増が伴わないよう既存事業の検証評価と見直しを行う

とともに、事業効果が出ていない、効果が小さいなど、優先順位の低い事業（事

務事業を含む）については、２つ以上廃止又は終期設定を行うよう努力し、各部

局課内で主体的かつ責任を持って、実施する事業を重点化し、予算を編成すること。 

なお、新規事業の構築にあたっては、スクラップアンドビルドを原則とする。 

 

(2) 総合計画後期基本計画及び美濃市版まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

と市民との協働によるまちづくり 

  後期基本計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の重点施策を着実に実行す

るための予算とし、市民との協働により、住みたい  住み続けられる  活力ある

「笑顔あふれる元気な美濃市」に向けた、持続可能な魅力あるまちづくり予算を

編成する。 

現場主義の下、積極的に「現場へ出かける行政」を推進するため、市民への十

分な事業説明等を含め、事業運営手法等について改めて検討すること。 
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(3) 行財政改革の推進による持続可能な財政運営 

  厳しい財政状況を十分に認識し、引き続き、行財政改革により無駄を排除し、

持続可能な健全財政の運営に努め、健全化判断比率及び経常収支比率を改善する。 

ゼロベースの視点に立ち、事務事業を再構築すること。 

  公共施設の適正な維持管理と最適配置のため、公共施設等総合管理計画等に基

づき、今後の公共施設の在り方と効果的かつ効率的な活用に向けて、統廃合も含

めた検討を十分に行い、個別施設計画を策定（２０２０年度まで）するとともに、

施設の予防保全による長寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減を行う。 

 

２ 基本方針に対する心得 
 

(1) 持続可能な予算、年間総合予算として編成 

  次世代への過度な負担を残さない、持続可能な予算を編成するため、厳しくか

つ的確に根拠を持った適正な予算要求に努め、実施計画を踏まえた年間総合予算

とする。 

 

 (2) 市債の発行抑制による公債費負担（将来負担）の軽減 

市債の発行を極力抑制し、実質公債費比率及び将来負担比率の更なる引き下げ

に努めるとともに、世代間における財政負担の公平化などの観点から、普通交付

税措置のある有利な適債事業を選択する。 

 

 (3) 徹底した歳入の見直しと受益と負担の適正化等（施設使用料等の改定） 

  一般財源の確保に向け、市税等の収納率の向上や、受益と負担の適正化の総点

検により、使用料や手数料等の見直しを着実に行うとともに、新たな財源の掘り

起こしや創意工夫による自主財源の確保に努める。 

施設使用料等については、消費税率の引上げに伴う影響額を含め、引き続き、

全庁的に見直しを行う。特に使用料については、受益者負担の適正化と公平性の

観点から、施設維持管理経費等に対する費用対効果を踏まえ、実態に即した適正

な料金設定を行うため、設定基準にかかる必要な見直しを行う。 

 

 (4) 徹底した歳出の削減（経常経費削減努力及び不用額の縮減） 

歳出の事業全般にわたる徹底した見直し（補助団体の統合、補助金額の見直し、

借用土地・建物の必要性及び借地料等の契約の見直しなど）を行い、一層の経費

削減を図る。各部局課内間の連携調整による横断的な歳出削減と歳出抑制を図る。 
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経常的経費（事務的・管理的経費）は、引き続き、可能な限り削減努力する。 

一般会計から特別会計及び企業会計に対する繰出金（負担金・補助金等）につ

いても、引き続き、可能な限り削減に努める。 

補助金や負担金（各種団体運営補助金・イベント補助金を含む）についても、 

実績と補助効果等を十分に検証した上で所要額を把握し、必要に応じて減額する。 

 

 (5) 行政評価による施策と事業全般の見直し及び市民協働型事業手法の導入 

  平成３１年度においても、新規事業についても聖域とせず、全ての事業につい

て行政評価（施策・事務事業評価）により、長期的、短期的、両側面から、その

目的と有効性、経済性や事業効果等を十分に検証し、事業の拡充、廃止を含めた

見直しを徹底する。また、横断的な視点で全庁的な連携を密にし、創意と工夫に

よる効果的な施策の展開を図るとともに、市民提案（ワークショップの開催等）

や道普請方式といった市民協働型の事業手法を積極的に取り入れる。 

 

(6) 国及び県の予算編成方針や施策、経済対策等の動向に柔軟に対応するよう、

今後の情報には十分に注視すること。 

各省庁及び県からの情報については、総務課まで随時情報提供すること。 

 

Ⅱ 特別会計及び企業会計の予算編成方針 

 

 特別会計及び企業会計の予算は、一般会計に準じて歳入（収入）・歳出（支出）と

もに徹底した見直しを図るとともに、利用料金（使用料）や保険料等の特定収入を

もって運営経費を賄うべきであるとの独立採算の原則に立ち、一層の適正な収入確

保に努め、長期的な収支見通しを把握した上で、予算を編成すること。 
 

 国民健康保険特別会計については、平成３０年度から県が財政運営の責任主体と

なる新制度に移行したが、改めて制度改正等に留意して、予算を編成すること。 

介護保険特別会計については、平成３１年度からの制度改正等に留意して、予算

を編成すること。 

公営企業会計については、適正な収入確保に取り組むとともに、施設の在り方に

ついて十分に検討した上で、経営戦略等に基づき、経営基盤の強化に向けた適正な

維持管理と効率化、経営合理化による経費削減を図り、一般会計への依存を可能な

限り圧縮すること。 

また、２０１９年１０月１日からの消費税率の引上げにあたっては、十分に留意

し対応すること。 


